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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則 ○川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則 

平成12年12月１日規則第128号 平成12年12月１日規則第128号

（環境配慮書の作成を要する指定事業所） （環境配慮書の作成を要する指定事業所） 

第25条 条例第30条第１項に規定する規則で定める指定事業所は、次に掲げ

る指定事業所とする。 

第25条 条例第30条第１項に規定する規則で定める指定事業所は、次に掲げ

る指定事業所とする。 

(１) 常時使用する従業員の数が50人以上の指定事業所 (１) 常時使用する従業員の数が50人以上の指定事業所 

(２) 常時使用する従業員の数が50人未満の指定事業所のうち、建築物の

床面積（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条第１項第３号

に規定する床面積をいう。以下同じ。）の合計が3,000平方メートル以上

であるもの又は百貨店若しくはマーケット（生鮮食料品を販売するもの

に限る。以下同じ。）であってその店舗面積が1,000平方メートル以上で

あるもの（別表第１の51の項に掲げるし尿処理施設又は同表の61の項に

掲げるボイラー若しくは冷暖房施設のいずれかの指定施設のみを設置し

ている指定事業所を除く。） 

(２) 常時使用する従業員の数が50人未満の指定事業所のうち、建築物の

床面積（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条第１項第３号

に規定する床面積をいう。以下同じ。）の合計が3,000平方メートル以上

であるもの又は百貨店若しくはマーケット（生鮮食料品を販売するもの

に限る。以下同じ。）であってその店舗面積が1,000平方メートル以上で

あるもの（別表第１の51の項に掲げるし尿処理施設又は同表の61の項に

掲げるボイラー若しくは冷暖房施設のいずれかの指定施設のみを設置し

ている指定事業所を除く。） 

(３) 前２号に掲げる指定事業所のほか、燃料の燃焼能力が重油換算１時

間当たり200リットル以上である指定施設又は焼却能力が１時間当たり

625キログラム以上である別表第１の51の項に掲げる廃棄物焼却炉を設

置している指定事業所 

(３) 前２号に掲げる指定事業所のほか、温暖化物質配慮特定事業所（燃

料の燃焼能力が重油換算１時間当たり200リットル以上である指定施設

又は焼却能力が１時間当たり625キログラム以上である別表第１の51の

項に掲げる廃棄物焼却炉を設置している指定事業所をいう。以下同じ。）

である指定事業所 

＜削除＞ ２ 条例第３０条第１項の規定により作成する環境配慮書は、次に掲げる事項

について記載するものとする。ただし、同項第４号に掲げる事項にあって

は、温暖化物質配慮特定事業所である場合に限り記載するものとする。 

 (１) 前項第１号及び第２号に掲げる指定事業所にあっては、条例第30条

第１項各号に掲げる事項 

 (２) 前項第３号に掲げる指定事業所にあっては、条例第30条第１項第１

号、第３号、第４号、第６号及び第７号に掲げる事項 
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改正後 改正前 

２ 条例第30条第１項又は第２項の規定により作成する書面は、指定事業所

に係る環境配慮書（第17号様式）とする。 

３ 条例第30条第１項又は第２項の規定により作成する書面は、指定事業所

に係る環境配慮書（第17号様式）とする。 

（変更許可申請時の環境配慮書の作成） （変更許可申請時の環境配慮書の作成） 

第28条 条例第３０条第２項の規定により作成する環境配慮書は、同条第１

項各号に掲げる事項について、その指定事業所の変更の内容に関して配慮

した内容を記載するものとする。 

第28条 条例第30条第２項の規定により作成する環境配慮書は、次に掲げる

事項について、その指定事業所の変更の内容に関して配慮した内容を記載

するものとする。ただし、同条第１項第４号に掲げる事項にあっては温暖

化物質配慮特定事業所である場合に限り記載するものとし、同項第６号に

掲げる事項にあっては既に提出した環境配慮書の内容を変更しているとき

に限り条例第22条第１項の規定により環境配慮書を提出する時点における

内容を記載するものとする。 

 (１) 第25条第１項第１号及び第２号に掲げる指定事業所にあっては、条

例第30条第１項第１号、第２号及び第４号から第７号までに掲げる事項 

 (２) 第25条第１項第３号に掲げる指定事業所にあっては、条例第30条第

１項第１号、第４号、第６号及び第７号に掲げる事項 

（環境行動事業所の認定の基準） （環境行動事業所の認定の基準） 

第29条 条例第32条第１項の規則で定める基準は、次のとおりとする。 第29条 条例第32条第１項の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

(１) 指定事業所が、次のいずれかに該当すること。 (１) 指定事業所が、日本産業規格（以下「規格」という。）Ｑ14001に定

める環境マネジメントシステムを実施しているものとして、当該指定事

業所の環境マネジメントシステムが次のいずれかに該当すること。 

ア 日本産業規格（以下「規格」という。）Ｑ１４００１に定める環境

マネジメントシステムを実施しているものとして、当該指定事業所の

環境マネジメントシステムが次のいずれかに該当すること。 

（ア） 公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と同等の外国の認

定機関の認定を受けた環境マネジメントシステム審査登録機関（以下

「審査登録機関」という。）に登録されていること。 

（イ） 審査登録機関から登録に当たっての要求事項を満たしている環

境マネジメントシステムであると証明されていること。 

ア 公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と同等の外国の認定機

関の認定を受けた環境マネジメントシステム審査登録機関（以下「審

査登録機関」という。）に登録されていること。 

＜削除＞ イ 審査登録機関から登録に当たっての要求事項を満たしている環境マ
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改正後 改正前 

ネジメントシステムであると証明されていること。 

イ エコアクション２１（一般財団法人持続性推進機構が実施する環境

マネジメントシステムをいう。）を実施しているものとして、同機構

に登録されていること。 

＜追加＞ 

 

ウ 第６４条第２項の規定にかかわらず、条例第７３条第１項に規定す

る環境負荷低減行動計画を２年間の計画期間で策定し、かつ、計画期

間終了後に当該計画に係る取組状況を市に報告する者であって、当該

計画及び当該取組状況が環境の保全に特に資する取組を実施する、又

は実施したものとして市長が認めるものが設置する指定事業所である

こと。 

＜追加＞ 

 

(２) 環境マネジメントシステムを実施し、環境の保全の推進体制、環境

への負荷の状況その他の環境マネジメントシステムの取組の内容を自ら

公表していること。 

(２) 環境マネジメントシステムを実施し、環境の保全の推進体制、環境

への負荷の状況その他の環境マネジメントシステムの取組の内容を自ら

公表していること。 

(３) 指定事業所において、次に掲げる事故が発生したことがある場合は、

当該事故が発生した日から３年以上経過していること。 

(３) 指定事業所において、次に掲げる事故が発生したことがある場合は、

当該事故が発生した日から３年以上経過していること。 

ア 硫黄酸化物、窒素酸化物、炭化水素系物質、ばいじん、排煙指定物

質又は特定有害物質が指定事業所の外部に漏えいしたことにより、周

辺住民等に対し、健康被害又は経済的被害を及ぼしたものと認められ

る事故 

ア 硫黄酸化物、窒素酸化物、炭化水素系物質、ばいじん、排煙指定物

質又は特定有害物質が指定事業所の外部に漏えいしたことにより、周

辺住民等に対し、健康被害又は経済的被害を及ぼしたものと認められ

る事故 

イ 事故の発生原因、発生状況、措置状況等から判断して、指定事業所

における環境に係る管理体制の重大な欠陥に起因したものと認められ

る事故 

イ 事故の発生原因、発生状況、措置状況等から判断して、指定事業所

における環境に係る管理体制の重大な欠陥に起因したものと認められ

る事故 

(４) 施設等の構造又は作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤

去その他の公害を除去するための措置が特に必要な指定事業所であると

認められないこと。 

(４) 施設等の構造又は作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤

去その他の公害を除去するための措置が特に必要な指定事業所であると

認められないこと。 

（環境行動事業所認定申請書の記載事項等） （環境行動事業所認定申請書の記載事項等） 

第31条 条例第32条第２項第６号に規定する規則で定める事項は、次のとお

りとする。 

第31条 条例第32条第２項第６号に規定する規則で定める事項は、次のとお

りとする。 
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改正後 改正前 

(１) 第29条第１号ア（ア）に該当する場合は、登録をした審査登録機関

の名称、登録番号、登録の有効期限及び登録の範囲 

(１) 第29条第１号アに該当する場合は、登録をした審査登録機関の名称、

登録番号、登録の有効期限及び登録の範囲 

(２) 第29条第１号ア（イ）に該当する場合は、証明をした審査登録機関

の名称、証明番号、証明の有効期限及び証明の範囲 

(２) 第29条第１号イに該当する場合は、証明をした審査登録機関の名称、

証明番号、証明の有効期限及び証明の範囲 

(３)  第２９条第１号イに該当する場合は、登録番号、有効期限及び対象

事業所 

＜追加＞ 

(４)  第２９条第１号ウに該当する場合は、環境負荷低減行動計画の計画

期間 

＜追加＞ 

(５) 環境の保全の取組に関する基本方針を達成するための行動目標 (３) 環境の保全の取組に関する基本方針を達成するための行動目標 

(６) 事業者が自ら公表している環境報告書（環境マネジメントシステム

の取組の内容を記載した書面をいう。以下同じ。）の作成年月日 

(４) 事業者が自ら公表している環境報告書（環境マネジメントシステム

の取組の内容を記載した書面をいう。以下同じ。）の作成年月日 

２ 条例第32条第２項に規定する申請書には、次に掲げる書面を添付するも

のとする。 

２ 条例第32条第２項に規定する申請書には、次に掲げる書面を添付するも

のとする。 

(１) 第29条第１号ア（ア）に該当する場合は、登録を証する書面の写し (１) 第29条第１号アに該当する場合は、登録を証する書面の写し 

(２) 第29条第１号ア（イ）に該当する場合は、証明を証する書面の写し (２) 第29条第１号イに該当する場合は、証明を証する書面の写し 

(３)  第２９条第１号イに該当する場合は、登録を証する書面の写し ＜追加＞ 

(４)  第２９条第１号ウに該当する場合は、環境負荷低減行動計画書 ＜追加＞ 

 

(５) 環境報告書 (３) 環境報告書 

３ 条例第32条第３項に規定する規則で定める期間は、次のとおりとする。 ３ 条例第32条第３項に規定する規則で定める期間は、同条第１項の認定を

受けた日から起算して３年間とする。ただし、登録又は証明の有効期限が

同項の認定を受けた日から３年間に満たない場合は、当該登録又は証明の

有効期限までの期間とする。 

(１) 第２９条第１号アに該当する場合は、条例第３２条第１項の認定を

受けた日から起算して３年間。ただし、登録又は証明の有効期限が同項

の認定を受けた日から３年間に満たない場合は、当該登録又は証明の有

効期限までの期間 

＜追加＞ 

(２)  第２９条第１号イに該当する場合は、条例第３２条第１項の認定を＜追加＞ 
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改正後 改正前 

受けた日から起算して２年間。ただし、登録の有効期限が同項の認定を

受けた日から２年間に満たない場合は、当該登録の有効期限までの期間 

(３）  第２９条第１号ウに該当する場合は、条例第３２条第１項の認定を

受けた日から起算して２年間を超えない範囲内で市長が定める期間 

＜追加＞ 

（環境負荷低減行動計画） （環境負荷低減行動計画） 

第64条 条例第73条第１項に規定する環境負荷低減行動計画は、次に掲げる

事項のうち、指定事業所の事業内容、形態等に応じ、該当する事項につい

て、その事業活動に係る原材料の調達から廃棄までの各段階における環境

への負荷を低減するための行動計画を定めるものとする。 

第64条 条例第73条第１項に規定する環境負荷低減行動計画は、次に掲げる

事項のうち、指定事業所の事業内容、形態等に応じ、該当する事項につい

て、その事業活動に係る原材料の調達から廃棄までの各段階における環境

への負荷を低減するための行動計画を定めるものとする。 

(１) 指定事業所から排出される大気汚染物質の排出の抑制に係る事項 (１) 指定事業所から排出される大気汚染物質（排煙指定物質を除く。以

下この章において同じ。）の排出の抑制に係る事項 

(２)  指定事業所において発生する悪臭の対策に係る事項 ＜追加＞ 

(３) 指定事業所から排出される排水中の排水指定物質の排出の抑制及び

水の汚染状態を示す項目（第44条に規定する項目及び水質汚濁防止法施

行令（昭和46年政令第188号）第３条第１項第12号に規定する窒素又は燐

(りん)の含有量をいう。以下この章において同じ。）の改善に係る事項 

(２) 指定事業所から排出される排水中の排水指定物質（特定有害物質を

除く。以下この章において同じ。）の排出の抑制及び水の汚染状態を示

す項目（第44条に規定する項目及び水質汚濁防止法施行令（昭和46年政

令第188号）第３条第１項第12号に規定する窒素又は燐(りん)の含有量を

いう。以下この章において同じ。）の改善に係る事項 

(４)  指定事業所において発生する騒音及び振動の対策に係る事項 ＜追加＞ 

(５)  土壌及び地下水汚染の防止に係る事項 ＜追加＞ 

(６) 化学物質の適正管理に係る事項 (３) 化学物質（排煙指定物質及び特定有害物質に限る。以下この章にお

いて同じ。）の適正管理に係る事項 

(７) 自動車排出ガスの排出の抑制等に係る事項 (４) 自動車排出ガスの排出の抑制等に係る事項 

＜削除＞ (５) 温暖化物質の排出の抑制に係る事項 

＜削除＞ (６) 省資源及び省エネルギー対策に係る事項 

＜削除＞ (７) オゾン層破壊物質の排出の防止に係る事項 

(８)  その他の環境負荷の低減に係る事項 (８) 廃棄物の発生の抑制、再利用及び再生利用並びに廃棄物の適正処理

に係る事項 

＜削除＞ (９) 指定事業所における環境の保全に係る組織体制の整備に係る事項 
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２ 前項の環境負荷低減行動計画は、指定事業所における環境への負荷の低

減に向けた取組状況、おおむね５年間の行動目標等を明らかにしたものと

し、５年ごとにその内容を見直すものとする。 

２ 前項の環境負荷低減行動計画は、指定事業所における環境への負荷の低

減に向けた取組状況、おおむね５年間の行動目標等を明らかにしたものと

し、５年ごとにその内容を見直すものとする。 

様式目次 様式目次 

 様式番号 名称 関係条文   様式番号 名称 関係条文  

 １～16 略 
 

  １～16 略   

 17 指定事業所に係る環境配慮書 第25条第２項   17 指定事業所に係る環境配慮書 第25条第３項  

 18～38 略 
 

  18～38 略 
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第１７号様式 指定事業所に係る環境配慮書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７号様式 指定事業所に係る環境配慮書 
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